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本
法
律
案
は
、
高
齢
化
に
伴
う
医
療
ニ
ー
ズ
の
変
化
や
人
口
減
少
を
見
据
え
、
地
域
に
お
い
て
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効

率
的
に
提
供
す
る
体
制
を
構
築
す
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。 

一
、
都
道
府
県
は
、
地
域
医
療
構
想
に
お
い
て
、
将
来
の
医
療
提
供
体
制
の
基
本
的
な
方
向
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
る
。 

二
、
医
療
機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等
の
管
理
者
が
、
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
、
医
療
機
関

機
能
を
追
加
す
る
。 

三
、
都
道
府
県
が
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
事
項
に
、
重
点
的
に
医
師
の
確
保
を
図
る
必
要
が
あ
る
区
域
と
し
て
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て
定
め
る
重
点
区
域
に
お
け
る
医
師
の
確
保
の
方
針
等
を
追
加
す
る
。 

四
、
都
道
府
県
は
、
重
点
区
域
の
病
院
等
に
勤
務
す
る
医
師
の
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
事

業
に
要
す
る
費
用
は
、
医
療
保
険
者
等
か
ら
徴
収
す
る
医
師
手
当
拠
出
金
等
を
も
っ
て
充
て
る
。 

五
、
都
道
府
県
知
事
は
、
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お
い
て
診
療
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
地
域
外
来
医
療
の
提
供



二

を
す
べ
き
旨
の
要
請
、
勧
告
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
厚
生
労
働
大
臣
は
、
当
該
勧
告
を
受
け
た
診
療
所
の
保
険
医
療
機

関
の
指
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
三
年
以
内
の
期
限
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

六
、
医
療
機
関
等
の
開
設
者
等
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
等
に
対
し
、
電
子
診
療
録
等
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
同
基
金
等
は
、
患
者
の
同
意
が
得
ら
れ
た
場
合
等
に
お
い
て
、
当
該
患
者
に
医
療
を
提
供
す
る
医
師
等
の
求
め
に
応

じ
て
、
電
子
診
療
録
等
情
報
を
用
い
て
必
要
な
情
報
を
提
供
し
、
又
は
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

七
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
名
称
を
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
に
改
め
る
と
と
も
に
、
当
該
機
構

の
目
的
に
、
情
報
基
盤
の
整
備
及
び
運
営
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
を
追
加
す
る
。 

八
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
必
要
な
助
言
に
関
す
る
規
定
の
追
加
、
病
床
数
の
削
減
を
支
援
す
る
事

業
等
に
関
す
る
事
項
の
追
加
、
同
事
業
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
の
負
担
に
関
す
る
規
定
の
追
加
及
び
電
子
診
療
録
等
情
報
の

利
用
等
の
推
進
に
関
す
る
事
項
の
修
正
を
行
う
と
と
も
に
、
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お
け
る
新
た
な
診
療
所
の
開
設
の
在
り

方
、
四
の
事
業
を
行
う
に
当
た
り
医
療
保
険
者
等
が
意
見
を
述
べ
る
仕
組
み
の
構
築
及
び
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
適
切
な

処
遇
の
確
保
に
つ
い
て
の
検
討
規
定
を
追
加
す
る
等
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。


